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諮問庁：法務大臣 

諮問日：令和５年９月２６日（令和５年（行情）諮問第８４４号） 

答申日：令和６年６月２８日（令和６年度（行情）答申第１８６号） 

事件名：特定記事に記載の訴訟に係る文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その

一部を不開示とした決定については，別表２に掲げる部分を開示すべきで

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和５年３月２９日付け法務省訟民第

１５６号により法務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。）を取り消すとの裁決を求め

る。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむ

ね以下のとおりである。 

決定通知書第２項記載の不開示部分はいずれも，法５条各号に規定され

る不開示情報にあたらないと考える。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 原処分について 

（１）開示請求の内容について 

   本件の開示請求は，審査請求人である開示請求者が，処分庁に対し，

令和４年３月１４日付け行政文書開示請求書（同月１７日受付第８００

号。以下「本件開示請求書」という。）をもって，同請求書別紙記載の

国が被告となった訴訟（上級審を含む。）に関する，①国が裁判所から

受領した文書全て，②国が裁判所に提出した文書全て，③国が当該訴訟

の原告から受領した文書全て，④国が当該訴訟の原告に渡した文書全

て，⑤国が当該訴訟の相被告から受領した文書全てについて開示請求

（以下「本件開示請求」という。）をしたものである。 

 （２）開示決定の経緯について 

   処分庁は，本件開示請求に対し，第一審が名古屋地方裁判所（特定事

件番号Ａ及びＢ）に係属し，現在，第二審が名古屋高等裁判所（特定事
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件番号Ｃ）に係属している国を当事者とする損害賠償請求事件に関する

事件記録のうち，本件開示請求書の文言に該当する行政文書を特定し，

相当の部分として令和４年５月１０日付け法務省訟民第２４５号をもっ

て，法９条１項の規定に基づき，上記行政文書の一部を開示する決定を

行い，残りの部分として令和５年３月２９日付け法務省訟民第１５６号

をもって，上記行政文書の一部を開示する決定（原処分）を行ったとこ

ろ，本審査請求は原処分に対してされたものである。 

なお，本件開示請求は，法第１１条の規定に基づく延長手続を行って

いる。 

２ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，原処分における全ての不開示部分（以下「本件各不開示

部分」という。）について，何ら具体的な理由を示すことなく，法第５条

各号に規定される不開示情報に該当しないとして原処分の取消しを求めて

いる。 

３ 本件各不開示部分に係る原処分の妥当性について 

（１）本件各不開示部分に記載されている情報について 

   本件各不開示部分には以下の情報が記載されている。 

  ア 個人の氏名，住所，所属，勤務先，容貌，印影，事件発生場所，逮

捕場所及び特定の建物の名称 

    イ 法人その他の団体名及び訴訟代理人の印影 

   ウ 一部の指定代理人，刑事事件の担当警察官及び検察官の氏名 

   エ 一般に公開されていない行政機関等の電話番号及びファックス番号 

（２）不開示情報該当性について 

  ア 上記（１）アについて 

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することは

できないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するお

それがあるものであるため，法５条１号本文に該当し，また，同号

ただし書イないしハのいずれかに該当する事情も認められない。 

   イ 上記（１）イについて 

法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報であって，公にすることにより，当該法人等又は当該事業

を営む個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるものであるため，法５条２号イに該当する。 

   ウ 上記（１）ウについて 

        公にすることにより，不当な要求や攻撃等がされるおそれが高ま

り，ひいては犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及
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ぼすおそれがある情報であるため，法５条４号に該当する。 

  エ 上記（１）エについて 

一般に公開されていない国の事務に関する情報であって，公にする

ことにより，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡

に支障を来すなど，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるものであるため，法５条６号柱書きに該当する。 

４ 結論 

以上のとおり，本件各不開示部分は，法５条１号，同条２号イ，同条４

号又は同条６号柱書きにそれぞれ該当することから，本件各不開示部分を

不開示とした原処分は相当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和５年９月２６日    諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１０月１３日     審議 

   ④ 令和６年５月１７日    本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同年６月２１日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，別紙の１記載の文書（本件請求文書）の開示を求める

ものであり，処分庁は，第一審が名古屋地方裁判所（特定事件番号Ａ及び

Ｂ）に係属し，現在，第二審が名古屋高等裁判所（特定事件番号Ｃ）に係

属している国を当事者とする損害賠償請求事件（以下「本件事件」とい

う。）に関する事件記録のうち，本件開示請求書の文言に該当する行政文

書を特定し，法１１条の規定を適用した上，残りの部分として，本件対象

文書について，その一部を法５条１号本文，２号イ，４号及び６号柱書き

に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問

庁は，原処分は相当であると主張していることから，以下，本件対象文書

の見分結果を踏まえ，本件各不開示部分（不開示部分並びに不開示理由及

び根拠条文は，別表１に掲げるとおりである。）の不開示情報該当性につ

いて検討する。 

２ 本件各不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）別表１の番号１に掲げる不開示部分について 

標記不開示部分には，本件事件の原告の氏名，住所，経営する店舗の

名称及び所在地並びに本件事件に関係する刑事事件（以下「本件刑事事

件」という。）の発生場所，逮捕場所，管轄警察署の名称及び所在地，

複数の人物の容姿を含む画像等のほか，原告以外の事件関係者（特定都
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道府県の職員を含む。）の氏名，住所及び勤務先，郵便送達報告書（別

紙の２に掲げる文書３）における郵便局員の氏名及び印影が記載されて

いると認められる。 

   ア 特定都道府県の職員の氏名 

（ア）標記不開示部分は，本件事件の相被告である特定都道府県の指定

代理人となった同職員の氏名であると認められ，法５条１号本文前

段の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当すると認められる。 

（イ）次に，法５条１号ただし書該当性について検討する。 

      当審査会事務局職員をして，特定都道府県職員の氏名を公にする

慣行の有無について諮問庁に確認させたところ，諮問庁から，同都

道府県の指定代理人として氏名が記載されている職員は，いずれも

同都道府県警察職員であり，当該警察においては，警部以上の階級

の職員氏名について公表しているが，警部補以下の職員の氏名につ

いては公表しておらず，慣行としても公になっていないところ，標

記不開示部分に記載のある当該警察の職員は，公表慣行のない警部

補級以下の者である旨の説明があった。 

諮問庁の上記説明を覆すに足りる事情はないので，これを前提と

すると，標記不開示部分について，これを公にする慣行があると認

めるべき事情は存しないことから，法５条１号ただし書イに該当せ

ず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

（ウ）さらに，当該部分は，個人識別部分であるから，法６条２項によ

る部分開示の余地はない。 

（エ）したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

イ 管轄警察署の名称及び所在地 

（ア）標記部分を不開示とした理由について，当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ，標記不開示部分は，本件刑事事件で

証人となった担当警察官の所属警察署に係る情報であり，これらが

明らかになると，本件刑事事件の事件現場が容易に推知され，ひい

ては事件現場にほど近い原告の住所が推知されることになるためと

のことである。 

（イ）これを検討するに，原処分において既に開示されている本件事件

の経緯等に係る記載内容を踏まえると，標記不開示部分に記載され

た情報が明らかになると，本件刑事事件の事件現場が容易に推知さ

れ，ひいては事件現場にほど近い原告の住所が推知される旨の上記

（ア）の諮問庁の説明は，否定できない。 

そうすると，当該部分は，公にすることにより，本件事件の原告
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に係る法５条１号後段の不開示情報に該当し，同号ただし書イない

しハに該当する事情は認められない。 

（ウ）したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

ウ その余の部分 

（ア）標記不開示部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する

情報であって，特定の個人を識別できるものに該当すると認められ

る。 

（イ）次に，法５条１号ただし書該当性について検討する。 

ａ 民事訴訟事件の訴訟記録に係る閲覧制度は，裁判の公正と司法

権に対する国民の信頼を確保するなどの基本的な理念に基づき，

特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので，そ

の手続及び目的の限度において訴訟関係者のプライバシーが開披

されることがあるとしても，このことをもって，訴訟記録に記載

された情報が，情報公開手続において，直ちに一般的に公表する

ことが許されているものと解することはできない。 

他方，最高裁判所のウェブサイトに現に掲載されている情報に

ついては，その掲載の趣旨・目的や個人情報に対する配慮の状

況等が情報公開制度と共通するものである限り，当該情報には

公表慣行があると解すべきである。 

ｂ 当審査会事務局職員をして最高裁判所のウェブサイトに登載さ

れた判例検索システムを確認させたところ，本件対象文書の開示

部分に記載された本件事件の事件番号に対応する第一審判決書が，

同ウェブサイトに掲載されている事実が認められる。 

上記判例検索システムは，掲載されている判決書の内容を誰で

も容易に検索・閲覧することを可能にするためのもので，その

検索の結果得られた上記判決書においては，訴訟当事者等の氏

名が記載されていないなど，個人情報に一定の配慮がされてお

り，かかる状況に照らせば，当該ウェブサイトにおける上記判

決書の掲載については，情報公開制度と基本的に共通の趣旨・

目的の下に情報を掲載し，個人情報に対する配慮もされている

ものと認められる。 

ｃ 標記不開示部分のうち，本件刑事事件の一部の関係者の勤務先

に係る記載については，上記判決書に記載されており，上記ａ及

びｂに述べたところに照らして公表慣行があると認められるから，

法５条１号ただし書イに該当すると認められるので，同号に該当

せず，開示すべきである（別表２の番号１に掲げる部分）。 

他方，別表２の番号１に掲げる部分を除く部分については，法
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５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当

する事情も認められない。 

   （ウ）さらに，別表２の番号１に掲げる部分を除く部分について，法６

条２項による部分開示の可否について検討するに，当該部分のうち，

氏名，住所，勤務先，店舗の名称及び所在地並びに印影については，

個人識別部分に該当し，その余の部分についても，個人識別部分で

ある本件事件に係る事件番号が原処分において既に開示されている

ことから，部分開示の余地はない。 

したがって，標記不開示部分のうち，別表２の番号１に掲げる部

分を除く部分については，法５条１号に該当し，不開示としたこと

は妥当である。 

（２）別表１の番号２に掲げる不開示部分について 

標記不開示部分には，本件事件の相被告である法人の名称，住所及び

役員名のほか，複数の法人の名称及び住所，本件事件の原告訴訟代理人

弁護士の印影が記載されていると認められる。 

ア 法人の名称，住所及び役員名 

（ア）標記部分を不開示とした理由について，諮問庁は，上記第３の３

（２）イのとおり説明し，当審査会事務局職員をして確認させたと

ころ，おおむね以下のとおり補足して説明する。 

ａ 標記不開示部分のうち，相被告の法人の名称等については，こ

れを公にすることにより，被告である法人を識別することができ，

その結果，当該法人が本件事件の被告であることに加えて，当該

法人の職員が刑事事件の関係者であった事実等が判明し，ひいて

は，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある。 

ｂ その他の法人の名称等については，これを公にすることにより，

当該法人等も本件対象文書に記載されている刑事訴追案件に関与

していたかのような印象を与え得ることに加え，本件事件が社会

的耳目を集める事案であることを踏まえると，種々の憶測や風評

を招き得る結果，当該団体の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがある。 

（イ）これを検討するに，標記不開示部分のうち，別表２の番号２に掲

げる部分を除く部分については，上記（ア）の諮問庁の説明を否定

することはできず，当該部分は，公にすることにより，当該部分に

記載されている法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるものと認められる。 

したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 
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他方，別表２の番号２に掲げる部分については，最高裁判所のウ

ェブサイトに掲載されている本件事件の第一審判決書に記載されて

おり，誰でも容易にその内容を検索・閲覧することが可能であると

認められる。 

そうすると，これを公にしても，当該法人の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法５条２号イに該当せず，開示すべき

である。 

イ 訴訟代理人弁護士の印影 

標記不開示部分は，原告訴訟代理人弁護士の印影であると認められ

るところ，当該印影は，各文書が当該弁護士によって真正に作成さ

れた文書であることを示す認証的機能を有するものとして，それに

ふさわしい形状をしているものと認められ，これを公にすると，偽

造等により当該弁護士の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（３）別表１の番号３に掲げる不開示部分について 

当審査会において，本件対象文書を見分したところ，標記不開示部分

には，本件事件の相被告である国の指定代理人のうち，一部の者の氏名

並びに本件刑事事件を担当した検察官及び警察官の氏名が記載されてい

ると認められる。 

ア 一部の国指定代理人の氏名 

（ア）標記部分を不開示とした理由について，諮問庁は，上記第３の３

（２）ウのとおり説明し，当審査会事務局職員をして確認させたと

ころ，おおむね以下のとおり補足して説明する。 

  ａ 標記不開示部分には，特定地方検察庁の検察事務官の氏名が記

載されているところ，当該職員の氏名は，独立行政法人国立印刷

局編「職員録」（以下「職員録」という。）に掲載されているも

のの，その具体的な担当職務等は記載されていない。また，当然

のことながら，当該職員が，今後の人事異動によって，犯罪の捜

査，公判又は刑の執行等に携わる可能性は十分に考えられる。以

上を前提とした上で，仮に，当該職員の氏名等を公にした場合，

当該職員が当該国賠事件の担当者であることが明らかとなり，今

後，当該職員が犯罪の捜査，公判等の事務に従事した場合等にお

いて，当該職員が当該国賠事件の担当であったことに対して不満

を持った者から，当該職員に対して直接又は電話等によりその事

務の妨害を受ける可能性があるほか，当該職員が内偵捜査や所在
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捜査等の秘匿性の高い業務に従事するに当たって，その情報収集

が困難になるおそれがある。 

  ｂ 上記のほか，標記不開示部分には，警察庁職員の氏名が記載さ

れているところ，警察庁においては，警部及び同相当職以下の職

にある職員の氏名を公表しておらず，慣行として公になっていな

い。当該部分に記載されている職員は，これまでに様々な警察業

務に従事した経験を有し，今後も様々な警察業務に従事する可能

性があることから，当該職員の氏名が公になると，これを手掛か

りとして，反社会勢力等が，何らかの有益な情報を得ようとする，

又は都合の悪い施策や法案の企画・立案を妨害する目的で職員に

接近又は職員を懐柔しようとすることが考えられるほか，当該職

員やその家族への攻撃等も予想される。 

（イ）これを検討するに，当審査会事務局職員をして特定年版の職員録

を確認させたところ，諮問庁の上記説明に符合する内容であり，そ

うすると，標記不開示部分に係る諮問庁の上記（ア）の説明は，否

定することまではできない。 

したがって，当該部分は，公にすることにより，捜査，公訴の維

持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき

相当の理由がある情報であると認められ，法５条４号に該当し，不

開示としたことは妥当である。 

   イ 本件刑事事件の担当検察官等の氏名 

（ア）標記部分を不開示とした理由について，諮問庁は，上記第３の３

（２）ウのとおり説明し，当審査会事務局職員をして確認させたと

ころ，おおむね以下のとおり補足して説明する。 

特定の事件を担当した検察官及び警察官の氏名を明らかにするこ

とは，当該事件の処理等に不満を持つ者などから，担当した検察官

等に対し，直接又は電話等により不当な干渉がなされるなどして，

同検察官等が行う他の事件の捜査や公判活動に支障を及ぼすおそれ

があるとともに，特定事件について，どのような体制で捜査・公判

に対応しているかが明らかとなり，今後の同種事例の捜査・公判体

制が推測されることとなりかねない。 

（イ）これを検討するに，特定の事件を担当した検察官及び警察官の氏

名を明らかにすることは，当該事件の処理等に不満を持つ者などか

ら，担当した検察官等に対し，直接又は電話等により不当な干渉が

なされるなどして，同検察官等が行う他の事件の捜査や公判活動に

支障を及ぼすおそれがある旨の上記（ア）の諮問庁の説明は，不自

然，不合理とはいえない。 

そうすると，当該部分は，上記ア（イ）と同様に，法５条４号に
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該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４）別表１の番号４に掲げる不開示部分について 

ア 標記不開示部分は，本件事件に関係する複数の法務局訟務部の電話

番号及びファックス番号並びに名古屋地方裁判所の電話番号であると

認められる。 

イ 当該部分を不開示とした理由について，諮問庁は，上記第３の３

（２）エのとおり，いずれも一般に公開されていない情報であるとし，

当審査会事務局職員をして確認させたところ，公にすることにより，

いたずらや偽計に使用されることになり，国の機関が必要とする際の

緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなどのおそれがある旨補足し

て説明する。 

ウ これを検討するに，上記イ及び上記第３の３（２）エの諮問庁の説

明を覆すに足りる理由はなく，当該部分は，国の機関が行う事務に関

する情報であって，公にすることにより，国の事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるものであると認められる。 

したがって，当該部分は，法５条６号柱書きに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ，

４号及び６号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，別表

２に掲げる部分を除く部分は，同条１号，２号イ，４号及び６号柱書きに

該当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるが，別表２に

掲げる部分は，同条１号及び２号イのいずれにも該当せず，開示すべきで

あると判断した。 

（第１部会） 

 委員 合田悦三，委員 木村琢麿，委員 中村真由美 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

２０２２年３月１４日付け行政文書開示請求書（同月１７日受付第８００

号）別紙記載の国を当事者とする損害賠償請求事件（上級審を含む。）に関

する（１）国が裁判所から受領した文書全て，（２）国が裁判所に提出した

文書全て，（３）国が当該訴訟の原告から受領した文書全て，（４）国が当

該訴訟の原告に渡した文書全て，（５）国が当該訴訟の相被告から受領した

文書全てに該当する文書 

 

２ 本件対象文書 

文書１ 郵便送達報告書（平成３０年８月２７日発送） 

文書２ 宛名及び封筒の写し 

文書３ 郵便送達報告書（平成３０年８月２９日発送） 

文書４ 訴状（特定事件番号Ａ） 

文書５ 訴えの変更の申立書 

文書６ 訴状（特定事件番号Ｂ） 

文書７ 第１準備書面 

文書８ 文書送付嘱託申立書（平成３０年１２月６日１０時０９分受領） 

文書９ 文書送付嘱託申立書（平成３０年１２月６日０時１８分受領） 

文書１０ 第２準備書面 

文書１１ 第３準備書面 

文書１２ 第４準備書面 

文書１３ 第５準備書面 

文書１４ 第６準備書面 

文書１５ 第７準備書面 

文書１６ 第８準備書面 

文書１７ 第９準備書面 

文書１８ 第１０準備書面 

文書１９ 第１１準備書面 

文書２０ 第１２準備書面 

文書２１ 第１３準備書面 

文書２２ 第１４準備書面 

文書２３ 被告国答弁書（平成３０年９月２５日） 

文書２４ 被告国第１準備書面 

文書２５ 被告国第２準備書面 

文書２６ 被告国第３準備書面 

文書２７ 被告国意見書（令和２年９月１１日） 
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文書２８ 回答書（令和２年１０月１９日） 

文書２９ 被告国第４準備書面 

文書３０ 被告県答弁書（平成３０年９月２５日） 

文書３１ 被告県準備書面（１） 

文書３２ 被告県準備書面（２） 

文書３３ 被告県準備書面（３） 

文書３４ 被告県準備書面（４） 

文書３５ 被告ら答弁書（平成３０年９月２８日） 

文書３６ 被告ら準備書面（１） 

文書３７ 被告ら準備書面（２） 

文書３８ 被告ら準備書面（最終） 

文書３９ 判決書 

文書４０ 国控訴状 

文書４１ 文書送付嘱託申出書（２０２０年１０月２３日） 

文書４２ 調査嘱託申出書 

文書４３ 文書送付嘱託申立てにかかる訂正申立書（２０２０年１１月２

日） 

文書４４ 文書送付嘱託申立てにかかる訂正申立書（２０２０年１１月１１

日） 

文書４５ 文書送付嘱託申立てに対する意見書 

文書４６ 被告国意見書（令和２年１１月１０日） 

文書４７ 回答書（令和２年１２月１日各地記第１１４２３号） 

文書４８ 回答書（令和２年１２月１日各地記第１１４２４号） 

文書４９ 携帯電話のデータ開示についての意見書 

文書５０ 原告の２０２０（令和２）年１２月２８日付け「携帯電話のデー

タ開示についての意見書」に対する意見書 

文書５１ 証拠説明書（１） 

文書５２ 被告国意見書（平成３０年１１月３０日） 

文書５３ 証拠申出書 

文書５４ 被告国意見書（令和２年９月１８日） 

文書５５ 人証申請に関する意見書（２） 

文書５６ 人証申請に関する意見書（３） 
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別表１ 対象部分における不開示部分及び理由 

 

番

号 

不開示部分 理由 根 拠 条 文

（法５条） 

１ 個人の氏名，住所，所

属，勤務先，容貌，印

影，事件発生場所，逮

捕場所及び特定の建物

の名称 

個人に関する情報であって，特

定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合するこ

とにより，特定の個人を識別す

ることができることとなるもの

を含む。）又は特定の個人を識

別することはできないが，公に

することにより，なお個人の権

利利益を害するおそれがあるも

のであるため，法５条１号本文

に該当し，また，同号ただし書

イないしハのいずれかに該当す

る事情も認められない。 

１号 

２ 法人その他の団体名及

び訴訟代理人の印影 

法人その他の団体に関する情報

又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報であって，公にす

ることにより，当該法人等又は

当該事業を営む個人の権利，競

争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるものである

ため。 

２号イ 

３ 一部の指定代理人，刑

事事件の担当警察官及

び検察官の氏名 

公にすることにより，不当な要

求や攻撃等がされるおそれが高

まり，ひいては犯罪の捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがある情報

であるため。 

４号 

４ 一般に公開されていな

い行政機関等の電話番

号及びファックス番号 

国の機関が行う事務に関する情

報であって，公にすることによ

り，国の機関が行う事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるものであるため。 

６号柱書き 
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別表２ 開示すべき部分 

 

番号 文書名 

（別紙の２記載の

文書番号） 

通し頁 開示すべき不開示部分 

１ 文書６ ３３ １６行目左から１番目の不開示部分 

文書２１ ２１９ 本文２２行目左から１番目の不開示部

分 

文書３９ ３７１ ２３行目の不開示部分 

文書５１ ４９８ 「甲７」の左から２欄目の上から３行

目及び４行目並びに同３欄目の上から

２行目左から１番目の不開示部分 

文書５３ ５０６ １６行目の不開示部分 

２ 文書１５ １５０ 本文「記」以下の不開示部分全て 

１５１ １行目の不開示部分 

文書２１ ２２１ 本文２１行目及び２２行目の不開示部

分 

文書２９ ２８９ 本文２２行目及び２３行目の不開示部

分 

文書３７ ３５１ 「第１」の本文４行目の不開示部分 

文書３９ ３９５ ２０行目及び２１行目の不開示部分 

３９６ ２５行目の不開示部分 

４４３ ２３行目の不開示部分 

 


